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記入例・訂正方法 
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【人的保証・機関保証共通】 奨学生本人の住所・電話番号を訂正するとき 

 

 

 

▼①「返還誓約書」上の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼②「訂正届」の記入 

 

 

 

 

 

 

 

  

印字されている奨学生本人の住所や電話番号を訂正する場合は、下記の 2つが必要です。 

① 「返還誓約書」上の訂正 

② 「訂正届」の記入 
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【機関保証のみ】 「保証依頼書」の記入例・訂正例 

 

 

 

▼「保証依頼書」の記入例・訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼「申込日」の確認方法 

申込日は、「返還誓約書」の「借用金額」欄の右上に記載されています。 

 

 

 

 

  

機関保証の場合は、「返還誓約書」と「保証依頼書」の提出が必要です。 

「返還誓約書」の記入例は、『貸与奨学生のしおり（ダイジェスト版）』の p.4～5 を確認してください。 
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【人的保証のみ】 連帯保証人・保証人の添付書類の確認をするとき 

 

 

 

 

▼連帯保証人の証明書確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼保証人の証明書確認方法 

 

 

 

 

 

 

連帯保証人は、「印鑑登録証明書」と「収入に関する証明書」の提出が必要です。 

保証人は、「印鑑登録証明書」の提出が必要です。 

それぞれの証明書と、「返還誓約書」の印字が一致していることを確認してください。 
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【人的保証のみ】 連帯保証人・保証人の住所・生年月日などを訂正するとき 

 

 

 

▼①「返還誓約書」上の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼②「訂正届」の記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

印字されている奨学生本人の住所や電話番号を訂正する場合は、下記の 2つが必要です。 

① 「返還誓約書」上の訂正 （※押印欄がある方の印字を訂正するときは、訂正印が必要です。） 

② 「訂正届」の記入 
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【人的保証のみ】 連帯保証人・保証人の署名・押印を訂正するとき 

 

 

 

▼連帯保証人・保証人の署名・押印の訂正例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連帯保証人・保証人の署名や押印を訂正するときは、指定された方法での訂正が必要です。 

※印字内容の訂正がないときは、「訂正届」の記入は必要ありません。 
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【人的保証のみ】 住所表記が添付書類と一致しないときの訂正の有無 

 

 

 

▼住所表記が添付書類と一致しないときの訂正の有無 

 

 

 

連帯保証人・保証人の住所は、「印鑑登録証明書」に記載されている住所表記に合わせる必要があります。 

ただし、一部のみの相違であれば、「返還誓約書」上の訂正が必要ないケースもあります。 


